


また、最終的な調査結果は、本会議で各委員長が報告はしますが、調査期間が４年

間となっているため、報告時点では内容が古くなっていたり、報告内容を踏まえた

その後の執行部の取組状況に対するフォローアップを行っていない状況もあります。

このような中、常任委員会の活性化については、昨年度、議会運営委員会の中で

検討され、今任期から実施されているところでありますが、特別委員会については、

他県での取組事例も参考に次のとおりと考えますので、議会運営委員会の中で、常

任委員会の活性化と一体のものとして改めてご検討をお願いします。

① 設置目的

基本は常任委員会であり、特別委員会は次の場合に設置する。

・緊急又は専門的・集中的に調査すべき課題が発生した場合

・複数の常任委員会の所管に属し、関係常任委員会の合同開催や連携では調

査できない場合

② 設置方法

新たな課題が発生した場合に、各会派代表者会での提案に基づき、議会運営委

員会で協議、本会議で議決し随時設置する。

なお、閉会中は臨時議会を開催し設置する。

また、付託された事件の範囲内で特別委員会の審査が優先されるが、必要に応

じて関係常任委員会と調整を図る。

③ 設置期間

課題に応じた必要な期間とする。

なお、２年を限度とする。

④ 人数（定員）

課題に応じ、設置期間内に効率的に議論できる人数とする。

⑤ 活動報告

県政の課題を調査するために設置された特別委員会にあっては、調査結果が県

政に反映されるよう、知事に提言し、取組状況をフォローアップしていく仕組み

を検討する。

【例】・本会議において、議長に報告するとともに知事に提言

 

・知事から提言に対する取組状況を特別委員会で報告
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・特別委員会は調査終了、廃止。なお、執行部の取組が完結せず、引き続

き検討する事項がある場合は、必要に応じて常任委員会でフォロー。

⑥ その他

・ 特別委員会は、上記③、④のとおり設置が必要な委員会を、必要な期間、必

要な人数で設置するものであり、全議員がいずれかの委員会に所属するもので

はないこと。

なお、委員の人選に当たっては、常任委員会の正・副委員長を入れるなど、

常任委員会との連携、調整が図れるものとする必要がある。

・ また、政策条例の検討に当たり、特別委員会を設置し短期間で集中的に議論

するという事例が鳥取県で見受けられた。今後、本県でも参考にする必要があ

る。

３ 政策条例について

（１）政策条例候補案について

委員から提案のあった候補案として

・健康寿命日本一条例

・山と川と海の環境保全推進条例

・農林水産環境の維持と都市生活者の理解促進条例

・公契約条例 ※いずれも仮称

がありました。

これらの案について検討した結果、別紙１のとおり、長期総合計画の中で定めら

れ、今後具体的に各種施策を展開していくことが予定されているもの、既に本県で

類似した条例があり、当該条例に沿って各種施策が行われているもの、議員提案よ

りも執行部提案の方がより実効性が確保されるものなど、条例化するに当たっての

課題がありました。

その他、本県では、国民文化祭（2018年開催）やラグビーワールドカップ（2019

年開催）といった大きなイベントが予定されていることから、県民の機運を盛り上

げ、各種施策を通じた文化・スポーツの更なる振興を図るとともに、誘客による地

域経済の活性化等につなげるための条例で後押しができないか、また、県は本年３
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月に犯罪被害者等支援推進指針（仮称）を策定することとしているが、県民からは

条例化を望む声があるなどの状況を踏まえての調査研究も行いました。

文化振興に関しては、「大分県文化振興条例」がありますが、スポーツ振興に関し

ての条例はありません。一方、観光客の誘客という観点では、「おんせん県おおいた

観光振興条例」があり、既存の条例の見直しと、新たな条例制定のどちらがより効

果的かという課題があります。

また、犯罪被害者支援に関しては、２５府県で条例制定済みですが、条例化する

必要性について、慎重に検討する必要があります。

このように、現在の候補案は、制定する意義付けや課題、議員提案とすることの

適否（議員提案による条例制定は、一定の政策目的の実現に向けて、県民参加の機

運の醸成を図る必要があったり、県民運動として継続的に取り組む必要がある場合

に行われることが多い。）などをさらに検討する必要があることから、新たな候補案

も視野に、引き続き調査研究を進め、来年度中の制定を目指して議論していきます。

（２）今後の政策条例の効果検証について

議員提案の政策条例として、平成26年度末までに９つの条例を制定していますが、

これまで制定した条例についての効果等の検証は一部を除き行ったことはありませ

んでした。

そこで、昨年第４回定例会中に、所管する常任委員会ごとに、条例の効果等の検

証を行いました。

議員提案により制定している以上、定期的に執行部の取組状況をチェックし、取

組が不十分な分野については施策の強化・充実を促すとともに、社会経済情勢の変

化等により、随時見直していくことが必要となります。

したがって、今後、所管する常任委員会が定期的に効果等の検証を行うことが重

要となることから、その仕組みを議会運営委員会において検討していただくよう要

請します。

なお、条例の見直しが必要になった場合は、執行部からの改正意見も踏まえ、適

切に対応する必要があります。

ところで、「大分県行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例」の効果等を検

証する中で、現行は、長期総合計画のみ、毎年、取組状況の報告を受けることにな
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っていますが、その際に出された意見のフォローアップがなされていないなど十分

機能していない状況が見受けられました。

このため、大分県議会基本条例第５条及び第６条に、議会の役割と機能として、

知事等の事務執行の監視・評価、調査及び公表が規定されていることから、上記と

合わせて改善する必要があります。

◯議員提案による政策条例一覧

条例名 施行年月日 所管委員会

大分県小売業者等によるまちづくりの推進に関する条例 平成19年４月１日 商工労働企業

大分県飲酒運転根絶に関する条例 平成19年７月31日 福祉保健生活環境

文教警察

大分県行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例 平成21年４月１日 おおいた元気創造検討会議

おおいたの食と農林水産業振興条例 平成21年４月１日 農林水産

大分県減災社会づくりのための県民条例 平成21年４月１日 福祉保健生活環境

大分県議会基本条例 平成21年４月１日 おおいた元気創造検討会議

大分県がん対策推進条例 平成23年４月１日 福祉保健生活環境

大分県歯と口腔の健康づくり推進条例 平成25年12月18日 福祉保健生活環境

おんせん県おおいた観光振興条例 平成27年３月25日 総務企画
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政
策

条
例

候
補

案
（
委

員
提

案
分

）
の

検
討

状
況

区
分

健
康

寿
命

日
本

一
条

例
（
仮

称
）

山
と

川
と

海
の

環
境

保
全

推
進

条
例

（
仮

称
）

大
分

県
農

林
水

産
環

境
の

維
持

と
都

市
生

活
者

の
理

解
促

進
条

例
(仮

称
)

公
契

約
条

例

１
　

提
案

の
趣

旨

　
平

均
寿

命
は

、
全

国
で

も
ト

ッ
プ

ク
ラ

ス
で

あ
る

が
、

健
康

寿
命

は
３

０
位

代
と

低
調

で
あ

る
。

※
最

新
の

調
査

で
は

、
１

０
位

代
と

な
っ

て
い

る
。

本
県

も
、

団
塊

の
世

代
が

後
期

高
齢

者
と

な
る

２
０

２
５

年
問

題
が

間
近

に
な

る
な

ど
、

高
齢

者
を

含
め

誰
も

が
住

み
慣

れ
た

地
域

で
い

き
い

き
と

安
心

し
て

元
気

に
暮

ら
す

こ
と

が
で

き
る

健
康

長
寿

社
会

を
目

指
す

必
要

が
あ

る
。

　
そ

の
た

め
、

県
民

一
人

一
人

の
健

康
に

対
す

る
自

覚
・意

識
を

促
し

、
執

行
部

の
施

策
を

後
押

し
す

る
条

例
が

必
要

で
あ

る
。

　
山

の
保

全
が

地
球

環
境

の
保

全
に

つ
な

が
り

、
そ

の
営

み
が

結
果

と
し

て
、

河
川

(内
水

面
)の

環
境

保
全

に
つ

な
が

る
。

　
河

川
(内

水
面

)の
保

全
が

海
に

お
け

る
資

源
の

確
保

と
保

全
に

つ
な

が
る

こ
と

か
ら

、
全

体
と

し
て

、
『
山

と
川

と
海

』の
環

境
保

全
の

取
り

組
み

を
、

県
民

全
体

の
課

題
に

す
る

必
要

が
あ

る
。

　
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

な
ど

で
は

、
農

林
水

産
業

者
の

存
在

が
、

町
の

景
観

を
維

持
し

て
い

る
こ

と
の

理
解

が
進

ん
で

お
り

、
そ

の
た

め
に

地
域

の
農

業
者

が
生

産
し

た
リ

ン
ゴ

を
使

っ
た

ジ
ュ

ー
ス

が
、

高
く
て

も
飛

ぶ
よ

う
に

売
れ

て
い

る
と

い
う

話
も

聞
く
。

そ
の

リ
ン

ゴ
ジ

ュ
ー

ス
を

買
わ

な
い

と
、

地
域

の
り

ん
ご

園
が

荒
れ

て
景

観
が

損
な

わ
れ

て
し

ま
う

か
ら

と
の

意
識

が
消

費
者

に
根

付
い

て
い

る
と

い
う

。
　

同
様

の
意

識
を

芽
生

え
さ

せ
、

根
付

か
せ

て
い

け
る

条
例

を
作

る
べ

き
で

は
な

い
か

。

　
こ

れ
ま

で
議

会
で

も
た

び
た

び
取

り
上

げ
ら

れ
て

き
た

が
、

公
共

工
事

等
で

賃
金

を
含

め
一

定
水

準
の

労
働

条
件

を
保

障
す

る
必

要
が

あ
る

。
　

そ
の

た
め

に
は

、
公

契
約

条
例

が
必

要
。

２
　

本
県

で
の

類
似

条
例

の
有

無

（新
た

に
条

例
を

制
定

す
る

場
合

は
、

既
存

条
例

と
の

整
理

が
必

要
）

・
　

大
分

県
が

ん
対

策
推

進
条

例
  
  
  
 （

平
成

２
３

年
３

月
２

２
日

制
定

）

・
　

大
分

県
歯

と
口

腔
の

健
康

づ
く
り

推
進

条
例

  
  
  
 （

平
成

２
５

年
１

２
月

１
８

日
制

定
）

・　
森

林
環

境
の

保
全

の
た

め
の

県
民

税
の

特
例

に
関

す
る

条
例

（平
成

１
７

年
３

月
３

１
日

制
定

）
　

　
※

５
年

間
の

措
置

で
平

成
２

３
年

度
か

ら
更

新
。

来
年

度
か

ら
さ

ら
に

継
続

（
第

４
回

定
例

会
で

議
決

）。

・　
大

分
県

環
境

基
本

条
例

  
  
  
（平

成
１

１
年

９
月

３
０

日
制

定
）

・　
お

お
い

た
の

食
と

農
林

水
産

業
振

興
条

例
  
  
（平

成
２

１
年

３
月

３
０

日
制

定
）

・　
大

分
県

食
育

推
進

条
例

　
　

（
平

成
２

７
年

１
２

月
２

４
日

制
定

）

な
し

３
　

他
県

で
の

制
定

例
の

有
無

（先
行

県
で

の
制

定
後

の
課

題
な

ど
が

把
握

で
き

、
検

討
の

幅
が

広
が

る
一

方
で

、
対

外
的

な
新

鮮
さ

は
薄

く
な

る
）

・
　

栃
木

県
　

　
健

康
長

寿
と

ち
ぎ

づ
く
り

推
進

条
例

　
　

　
　

（平
成

２
５

年
１

２
月

２
７

日
制

定
）

　
　

※
健

康
寿

命
ラ

ン
キ

ン
グ

上
位

の
県

で
　

　
　

制
定

し
て

い
る

の
は

、
栃

木
県

の
み

・
　

が
ん

対
策

推
進

条
例

や
歯

と
口

腔
の

健
康

づ
く
り

推
進

条
例

は
多

数
あ

り
。

・　
森

林
環

境
税

や
環

境
基

本
条

例
は

、
多

数
の

県
で

事
例

あ
り

。
・　

食
育

推
進

条
例

は
複

数
の

県
で

事
例

あ
り

。

４
県

が
制

定
済

み
。

な
お

、
執

行
部

提
案

の
み

で
、

議
員

提
案

は
な

い
。

　
・　

長
野

県
　

（　
平

成
２

６
年

３
月

２
０

日
制

定
　

）
  
・　

奈
良

県
　

（　
平

成
２

６
年

７
月

１
０

日
　

〃
　

 ）
  
・　

岐
阜

県
　

（　
平

成
２

７
年

３
月

２
４

日
　

〃
　

 ）
  
・　

岩
手

県
　

（　
平

成
２

７
年

３
月

２
７

日
　

〃
　

 ）

※
市

町
村

で
は

、
千

葉
県

野
田

市
ほ

か
１

６
自

治
体

で
制

定

４
　

執
行

部
の

取
組

状
況 （議

員
提

案
の

政
策

条
例

は
、

執
行

部
の

取
組

の
後

押
し

に
な

る
も

の
、

執
行

部
で

は
制

定
し

づ
ら

い
も

の
な

ど
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
）

・
　

新
長

期
総

合
計

画
「安

心
・
活

力
・
発

展
２

０
１

５
」に

健
康

寿
命

日
本

一
の

実
現

を
目

指
し

た
各

種
施

策
方

針
を

盛
り

込
ん

で
お

り
、

今
後

１
０

年
間

で
具

体
的

に
取

り
組

ん
で

い
く
こ

と
と

し
て

い
る

。

・　
森

林
環

境
税

は
、

森
林

の
有

す
る

多
面

的
か

つ
公

益
的

機
能

（水
源

の
か

ん
養

、
地

球
温

暖
化

防
止

、
災

害
か

ら
の

保
全

な
ど

）の
維

持
・
保

全
の

た
め

、
森

林
を

す
べ

て
の

県
民

で
守

り
育

て
る

意
識

を
醸

成
す

る
た

め
の

施
策

の
財

源
と

な
っ

て
い

る
。

・　
お

お
い

た
食

と
農

林
水

産
業

振
興

条
例

に
基

づ
き

、
地

産
地

消
運

動
活

性
化

推
進

事
業

に
よ

り
、

食
品

メ
ー

カ
ー

等
と

連
携

し
た

地
産

地
消

商
品

の
開

発
、

直
売

所
セ

ミ
ナ

ー
の

開
催

、
学

校
給

食
に

お
け

る
県

産
品

活
用

向
上

の
た

め
の

支
援

な
ど

を
行

っ
て

い
る

。
（
農

林
委

員
会

で
効

果
検

証
）

・　
先

般
、

食
育

推
進

条
例

が
制

定
さ

れ
、

教
育

関
係

者
や

食
品

関
連

事
業

者
の

役
割

、
地

産
地

消
の

更
な

る
促

進
、

生
産

者
と

消
費

者
の

交
流

の
促

進
な

ど
が

盛
り

込
ま

れ
て

お
り

、
今

後
、

更
な

る
施

策
の

展
開

が
予

定
さ

れ
て

い
る

。

・
　

商
工

労
働

部
労

政
福

祉
課

が
事

務
局

と
な

り
、

庁
内

で
横

断
的

組
織

を
設

置
。

先
行

県
で

の
条

例
制

定
後

の
状

況
を

フ
ォ

ロ
ー

、
課

題
の

検
討

を
続

け
て

い
る

。
　   
※

定
例

会
で

も
、

た
び

た
び

質
問

あ
り

　
　

（直
近

　
平

成
２

６
年

第
４

回
定

例
会

　
小

嶋
議

員
）

５
　

課
題

等
・
　

執
行

部
が

今
後

、
体

系
的

に
取

り
組

む
こ

と
と

し
て

お
り

、
新

た
な

条
例

を
制

定
す

る
必

要
が

あ
る

の
か

慎
重

な
検

討
が

必
要

。

・　
既

存
の

条
例

に
規

定
が

あ
り

、
ま

た
、

そ
れ

に
基

づ
い

て
、

啓
発

・教
育

も
含

め
た

各
種

事
業

を
行

っ
て

い
る

。

・　
規

定
が

不
十

分
で

あ
れ

ば
、

執
行

部
に

規
定

の
見

直
し

を
促

す
、

あ
る

い
は

、
条

例
に

基
づ

く
施

策
が

不
十

分
で

あ
れ

ば
、

執
行

部
に

対
し

提
言

や
要

望
を

行
い

、
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

し
て

い
け

ば
よ

い
の

で
は

な
い

か
と

考
え

ら
れ

る
。

・　
既

存
の

条
例

に
規

定
が

あ
り

、
ま

た
、

そ
れ

に
基

づ
い

て
、

啓
発

・教
育

も
含

め
た

各
種

事
業

を
行

っ
て

い
る

。

・　
規

定
が

不
十

分
で

あ
れ

ば
、

執
行

部
に

規
定

の
見

直
し

を
促

す
、

あ
る

い
は

、
条

例
に

基
づ

く
施

策
が

不
十

分
で

あ
れ

ば
、

執
行

部
に

対
し

提
言

や
要

望
を

行
い

、
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

し
て

い
け

ば
よ

い
の

で
は

な
い

か
と

考
え

ら
れ

る
。

（
執

行
部

へ
の

聞
取

り
）

・
　

市
町

村
条

例
で

は
、

賃
金

下
限

額
を

設
定

し
た

も
の

が
あ

る
が

、
県

条
例

で
は

な
い

。
下

限
額

の
設

定
根

拠
が

い
ず

れ
も

不
明

確
で

、
最

低
賃

金
法

と
の

関
係

で
事

業
者

に
説

明
責

任
が

果
た

せ
な

い
。

・
　

最
低

賃
金

法
に

つ
い

て
は

労
働

局
（国

）が
指

導
し

て
お

り
、

県
が

重
ね

て
条

例
に

基
づ

き
指

導
す

る
こ

と
は

疑
問

が
あ

る
。

・
　

公
契

約
に

係
る

作
業

従
事

者
と

民
間

契
約

に
よ

る
作

業
従

事
者

で
較

差
を

生
む

こ
と

に
な

り
、

ま
た

条
例

の
内

容
も

自
治

体
で

異
な

る
の

で
、

国
レ

ベ
ル

で
の

検
討

が
必

要
で

は
な

い
か

。
・
　

先
行

自
治

体
で

条
例

制
定

の
効

果
検

証
が

行
わ

れ
て

お
ら

ず
、

条
例

の
効

果
が

計
れ

な
い

。
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おおいた元気創造検討会議 開催経過

第１回 日 時：平成27年８月４日（火）

議 題：設置運営要領の報告、副会長の選任、検討テーマの協議

第２回 日 時：平成27年９月17日（木）

議 題：災害時行動計画（骨子案）について

特別委員会のあり方について

第３回 日 時：平成27年10月23日（金）

講 演：災害時行動計画（骨子案）について

特別委員会のあり方について

政策条例について

第４回 日 時：平成27年11月26日（木）

講 演：災害時行動計画（案）について

特別委員会のあり方について

政策条例の効果等の検証について

第５回 日 時：平成27年12月15日（火）

議 題：災害時行動計画（案）について

特別委員会（予算、決算を除く。）のあり方について

政策条例の効果等の検証について

第６回 日 時：平成28年１月18日（月）

議 題：政策条例について

第７回 日 時：平成28年２月24日（水）

議 題：中間報告（素案）について

第８回 日 時：平成28年３月10日（木）

議 題：中間報告（案）について

県外事務調査 日 時：平成28年２月８日(月)～９日(火)

調査先：鳥取県

内 容：特別委員会（予算・決算を除く。）の運営状況
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